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1.序 言

「共生共栄共義主義」は 「統一原理」(1)がビジ ョンに してい る理想社会 とその実践の

ための思想やイデオロギーだ と言える。言い換 えれば、宗教的な意味の地上天国だと

称す る完全社会に対する理念でもある。 「統一原理」によれば、共生共栄共義主義社

会は 「国家の財産がある特殊な個人や階級 に独 占される帝国主義的な経済体制 を打破

して、人民がそれを均等に享受す ることができる経済体制 を樹立するために、社会主

義 を経て、天の方では共生共栄共義主義を志向 し、サタンの方ではそれ に先がけて共

産主義 を志向するのであり」(2)、共産主義 が滅 び る時 に登場 して実現す る。

このような歴史的決定論 によって神様の創造理想の世界 を憧憬す る人間の本心は、

神の創造 目的を完成 した理想世界を成すまで、ひいては共生共栄共義主義を唱えて実

現 させ るであろ う。このように統一原理は歴史発展に関する統一史観に即 して共生共

栄共義主義社会 の到来を楽観視 している。そ うだ といって も楽観主義に陥ることはで

きないのが理想社会の実現に対する共生共栄共義主義の思想である。何故ならば、共

生共栄共義主義 は神人の協同による成就、すなわち人間の積極的な責任をい うからで

ある。

したがって共生共栄共義主義は理想主義的展望によって未来を区分するが、現実主

義的な実現 をまぬがれない。 そ うだか ら共生共栄共義主義は今 日の政治社会に関 し

て未来に向けた現実改革の急進性を追求する。 これを敢 えてイデオロギーの類型で

表現すれば、急進的 リア リズム(radical　 realism)　(3)と言 えるで あろ う。 同 じ脈絡 か

ら見 る時、今 日の韓国社会の構造的矛盾 を正そ うとする理念的模索を決 してまぬがれ

ることはできない。

2.共 生共栄共義 主義

まず共生 共栄共 義主義の理念 を把握するために、統一原理が主張する人間と社会に関

してどんな展望 をするかを探 り、それによって共生共栄共義主義の理念を省察す るこ

とにす る。その時、共生共栄共義主義が共生主義、共栄主義、共義主義の重層的な理

念である点を前提 しなければな らない。

1)人 間 と社会

統一原理の人間観は神様の心情と愛の対象 として人間を言 う。人間以外の被造物とは
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異な り、創造の主体である神は心情 と愛の直接的対象 として人間を創造 した。そのた

め神は人間に創造性 と自律的な責任性を賦与 した。

したがって人間は善 と悪 の慾望を自律的に律することができる責任的存在である。

人間は堕落 して罪悪の中にあるが、神の恩寵 によって自ら善 と神の国を向かって行 く

ことができる責任 と能力 を持っている。人間には、神の摂理を心情的に悟ることがで

きる本心の痕跡が人間の堕落性 を越 えるほど残っている。だから人間は神の痕跡によ

って善を志向 して神の国を成そ うと絶えず努力 している時、より大きい価値の幸せを

感 じる。人間は本質的にために生きる存在である。

このような人間は神の真の愛にもとついて真 の家庭を築 くことにより、社会の基礎

単位を構成す る。そ うい う真の家庭は家族利己主義を乗 り越 えた真の愛の基礎共同体

である。ひいては真の家庭の集合体である社会は真の愛を土台にした共生、共栄、共

義の社会である。

だからといって真の家庭の共同体が自動的に共生共栄共義の社会になるのではな

い。人間に自律的責任があるように、家庭 には家庭 としての責任があるからである。

神の前で、すべての家庭が真の家庭になるようにす ることは連体としての責任である。

社会共同性の価値を優先視す るとしても、真の家庭の価値 を無視 しない授受法的関係,

す なわ ち価値 と価値 の独立性 と関係性が発展的に相互作用する連帯 としての責任を

通 じて社会は維持 される。したがって真 の家庭を成す ことができる共義の社会的環境

も非常に重要視 される。

2)共 生共栄共義主義

このよ うな人間観を持ってい る統一思想の共生共栄共義主義の中で、共生主義 は経済

思想である。(4)言 い換 えれ ば、 「共生主義 は神 様 の真 の愛を土台に した共同所有」
(5)の思想 であ る

。 ここで共同所有 とは、物質的所有だけではない。所有 とい う面か

ら見れば資本主義経済は私有を認め、社会主義あるいは共産主義は社会的所有 を前提

としている。共生主義の所有観は、資本主義や共産主義が共に物質的所有のみを言 う

のにたい して、 「愛」とい う精神的所有も念頭に置いている。したがって共生主義に

おいて所有 とは第一に、 「神 と私 との共同所有」(6>を意味す る。だか ら共生主義の所

有観念は 「共的私有」 と言える。

ゆえに共生主義の共同所有は、神の真の愛を土台にした 「神 と私、全体 と私、隣人

と私」 とい う共同所有の概念、すなわち共的私有の概念に正式化す ることができる。

それでは共的私有の程度 はどの位であろ うか?統 一思想 に よれば、それ は 「自分の分

に相応 しい程度、すなわち適正所有」(7)であ る。そ して、その よ うな適正所有は自ら

の良心に任せれ ば良い とい う。何故ならば良心とは本心、すなわち本然の人間が持っ

ている良心であるか らである。物的欲求 より心理的欲求がもっと大きな価値を持って

いることが分かっているか ら、 自らの良心による適正所有は可能である。

また共的私有 による共生主義は、経済活動 を単に物質的な財貨の流通過程だけであ

ると考えない。共生主義の下での経済活動は、心情 と愛、感謝 と調和が共に流れる物

心一如の統一的過程である。 「財貨そのものも真心 と愛が共に込められている物心一

如的個体であ り、流通過程そのものも経済活動 を担 う人たちの真心 と愛が共に流れる

物心一如的過程」(8)であるか らである。

共生共栄共義 主義の中で、 「共栄主義 とは理想社会の政治的側面を言 う未来社会の

政治」(9)思想 であ る。統一思想 では 「特 に資本主義社会の政治理念である民主主義に
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対する代案」(1°)として共栄 主義 を扱 ってい る。資本主義を土台 とした民主主義の代

案 として提示 された共栄主義は、一言で共同政治に関する思想だといえる。共同政治

とは共同参加 の政治的制度 と運用のことを言 う。共同参加 とは、真の意味での民主主

義理念にかな う代議員選出を通 じた参加を意味する。ここで、強調 され るのは、まず

代議員選出において「神の真 の愛を土台にして神の代理であるメシアを人類の真の父

母 として侍って暮す家庭における兄弟」(11)として立候補 した代議員か ら選ぶ とい う

ことである。

また立候補者はひたす ら隣人によって推薦 される人たちであり、厳粛な祈祷 と意識

を伴った抽選方式によって選挙が行われて、その結果 を神意 として受け入れて、感謝

して受け入れる共同参加 をい う。したがって共栄主義における共同政治は 「人類の真

の父母を中心 とした、兄弟のための、兄弟による、兄弟の政治」(12)と言 える。 した

が って共栄主義 は民主主義政治 とい うよりは神主義を中心 した共同参加 の政治だと

言える。

共栄主義が志向する究極的な政体はメシア王国である。人類の真の父母であるメシ

アを中心 とした、真の愛の大家族社会を成 した共同参加 による、共同政治のメシア王

国を言 う。その時、メシア王国は地域的な国家概念や伝統的君王体制 を意味す るので

はないのは明 らかである。したがってメシアの降臨は地域的国家である一つの選民国

家でも成 り立つが、メシア王国の実現は世界統一が成 り立った後に可能だと見 られ る。

統一原理が明確 にしている共栄主義政治体制における権力の分担 には三権分立の

理念が適用される。これはモンテスキューの主張のように権力の濫用を防ぐための権

力の分立ではな くて、三権の業務を調和 させ るための分担の意味が強い。 「共栄主義

における権力は真 の愛の権威 をい うのであ り、対象が主体の真の愛に心からあ りがた

さを感 じて、主体の意思に自ら従 うよ うにせ しめる心情的な力を言 う」(13)のであ る。

共生共 栄共義 主義の共義主義 とは、共同倫理の思想である。したがって共義主義 と

は、 「すべての人が公的にも私的にも、道徳、倫理を守って実践することにより、健

全な道義社会、すなわち共同倫理社会を成 さなければな らない とい う思想」(14)であ

る。また共義主義 は到来す る理想社会の倫理、すなわち万人が地位の高低 を問わずに、

共同で同 じ倫理観 を持って暮す共同倫理社会の価値である。

したがって共義主義は宗教 さえ消滅 した未来社会のビジ ョンである。共義主義社会

は真の父母であるメシア とともに、現実の中で真の愛の生活すなわち天国生活 を営む

社会である。そのよ うな社会は万人が等 しい価値観を持って暮すようになるか ら、そ

れまでの信仰 を主 とす る宗教教理は実践を主 とする生活倫理に変化す るようになる。

そのような理想社会を指 して共同倫理の社会、すなわち共義主義社会 と言 う。

このような共義主義社会の特徴は第一に、 「社会生活 を営むにおいて三大主体思想

による三大主体の真の愛の運動によって裏づけられる」。(15)三大主 体思想 とは、三

大 中心 、す なわち家庭の中心である父母、学校の中心である先生、そ して主管の中心

である管理者の三大主体が神の真の愛をそれぞれの対象である子女、生徒、従業員に

対 して、絶えずまた無限に施すことにより、相互間の愛を増進 させ、全社会が愛の社

会、倫理の世界になるとい う思想である。

第二に、共義主義の共同倫理は真の家庭倫理の拡大型である。真 の愛を中心 した真

の父母 と子女が一っになって形成 した家庭的基台は共同倫理社会の基本であるか ら、

このような家庭倫理が拡大 されれば社会全体が神 の真 の愛であふれるようになる。こ

れが共義主義の共同倫理である。

このような共生主義、共栄主義、共義主義は個別的な概念 と内容を持っているが、
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分離 した思想では決 してない。経済、政治、倫理を包括 した理想社会 に対する理念で

あるか ら、共生共栄共義主義は全体で統一原理 と統一思想の理想社会論 を形成 してい

る。

それにもかかわらず共生 と共栄 と共義の関係 をよく見ることは全体 としての概念

を理解する基礎になる。共生共栄共義主義において、土台 となる思想 は共義主義であ

る。すなわち、共義は共生 と共栄の土台であ り、基本である。ここで共義は一般的な

正義の概念を越えたものである。ロールス(J.　Rawls)に よれ ば、正義 は公 平 をその属

性 に している。公平性は自然状態 と同 じ原初的な社会契約だと言える。(16)そ の よ う

な正義 は、それぞれ の人が他の人の自由と調和す ることができる自由を平等に分かち

合っているのがその原理の一つであ り、また他の一っは社会的不平等 を合理的に調整

してすべての人に利益になるようにす ることで、社会的な不平を解消す るのである。

しかし共義主義の共同倫理では、正義を真の愛が支えている点を強調することによ

り、公平な分配 を互いに慈 しむ真の愛を通 じて調整 され ることができるとい う点を明

らかにしている。したがって共義主義は未来社会、すなわち理想社会の経済的、政治

的体制を営む価値観だとい う特徴がある。とにか く共生主義、共栄主義、共義主義は

神を中心 として一つになった ところに、神が理想 とした創造理想の世界が実現すると

い うのである。

3.共 栄主義 に関 して

す でに言及 した よ うに、共栄主義は統一原理 と統一思想のい う理想社会の政治的理念

である。統一思想は資本主義を土台とした民主主義に対する代案 として共栄主義を提

示 している。資本主義を土台 とした民主主義の代案 としての共栄主義は、民主主義は

人民の自由と平等 を実現 しようとする理想 を持っていることを前提 しなが らも、その

理想を実現す ることができなかったのは、資本主義 を土台 としていたからだと指摘す

る。(17)

言 い換 えれ ば、 「資本主義 は構造 的矛盾によって富の格差 と偏在 をもた らし、多 く

の人民に経済的な不平等 と不 自由をもた らした。経済的な不平等 と不 自由はそのまま

政治的な不平等 と不 自由に結びついた」とい うのである。これは共栄主義もまた、経

済が政治の土台になっていることを明 らかにしているといえよう。主権は名前だけ人

民の主権であるだけで、実質的には代議員政治を標榜 した、政党人による、政党人の

主権になった。 したがって、政党 とは、政権獲得のための政治的利益集団であって、

その本質か ら、真の代議員政治の理想 を実現することができない限界を内包 している

ことが証明されているのが今 日の現実である。

したがって、民主主義に対す る代案 としての共栄主義は、民主主義の代議員政治に

対す る代案を考察する。結論的に言えば、共栄主義の代案は共同政治の理想を現実的

に実現 しなけれ ばならない とい う論理であって、それは民主主義の代議員政治 を全面

否定す ることではなく、本質的な理想 の実現をその内容に している。(18)

共栄 主義のい う共同政治 をも う少 し詳 しく考察すれば、第一に、 「代議員選挙にお

ける候補者の相互関係はライバル関係ではなく、神の真の愛にもとついて、神の代身

であるメシアを人類の真の父母 として侍る家族的兄弟姉妹の関係」であり、第二に、

「代議員選挙へ 出る候補者たちは自分の意思による出馬ではな く、多 くの隣人の推薦

による出馬」である。真の愛を中心した兄弟姉妹の関係 にある有能な人材は、お互い

4



に譲歩 しようとするからである。

第三に、 「選挙は莫大な費用 と副作用が伴 う投票方式ではなく、最初の手短な投票

方式の後に行われる厳粛な祈祷 と意識にもとついた抽選方式によってなされるので

あり」、 「その時、当選 した候補者や当選 しなかった候補者 もともに、その当落が神

意 によることを感謝 し、国民も神意 に感謝 しながら結果をあ りがたく受け入れ るので

ある。」

共栄主義こそ神 の真の愛を中心 した共同参加の政治であることを明 らかにするこ

とにより、民主主義が今 日まで成そ うとしても成す ことができなかった真正な自由、

平等、人権尊重、博愛などが、この天父主義の兄弟主義政治によって、はじめて実現

す ることができるのであり、それは 「兄弟主義的民主主義政治」(19)と言 えよ う。

この よ うな共栄主義は民主主義の新 しいパラダイムを論議 している現代政治学と

その地平を相 当部分、等 しくしているよ うに見える。これは共栄主義が兄弟主義的な

民主主義政治過程 を理想的な代案だ と言っているからであ り、現代政治学で議論 され

ている民主主義の新 しいパ ラダイムも、民主主義の政治的理想をその目標にしている

か ら、その地平は大同小異 になるしかないのである。

したがってここでは近代民主主義の代議員政治が持つ限界に言及 し、ひいては新 し

い民主主義のパ ラダイムはもちろん、それに対す る共栄主義的理解 と批判を模索する

のである。近代民主主義が成 した制度的革新は代議制民主主義だと言 える。しかし代

議制民主主義は領土国家の人民支配 を近代国家の環境において実現す るための制度

であった。人民の集団的意思を確認する基本的な政治は選挙であった。代議制民主主

義は基本的に選挙 とい う手段 を通 じて代表 を選出することによって、市民の集 団的意

思を確認 して、代表者に集団的意思の実現を委任 しながら、国民の支配を実現 しよう

とするものであった。

このような代議制民主主義を実現す るためには、次の二つの要件が充足 されなけれ

ばならない。まず民主的参加(participation)に よる政府 の構成 のた めには、 自由な

人民の選択によって政府が構成 され、政府は人民の同意にもとついて支配の正当性 を

得なければならない。次に民主的責任性(accountability)の 確保 としては、選 出され

た代表 が人民の完全な代理人 として政治 をす るように強い られなければならず、人民

の共同性のために行動 しない代表は適切な方法(2°)によって退 け られ るべ きで ある。

「代議制民主主義の下で人民の支持によって民主的に選 出された代表が人民の完全

な代理人 として行動 しない可能性は残っているか らである。」(21)

しか し今 日、近代の代議制 民主主義の限界 と制度的な疲弊に関す る論調が継続 して

なされている。近代の代議制民主主義は相変 らず 「代表の失敗」とい う問題 を乗 り越

えることができないとい う批判が絶えず出ている。代議制民主主義の下で民主的に選

出された代表が、人民の完全な代理人 として行動 しないで私益 を追い求める可能性が

続いているが、選挙だけでは、主権者である国民との約束を違反 した代表者 を処罰す

るには充分でないからである。

また代議制民主主義の下で主権者である人民 とその代理人の間の距離は狭められ

ず、主権者 としての人民の役 目は代表の選出で終るだけであ り、政策の選択は代表に

任せ るしかない。このよ うな政治的分業によって、人民の政治的疎外感 と冷笑主義に

陥るようになる。その結果、人民と代表たちの間の距離はもっと遠 くな り、政治専門

家たちが主権者である人民に取 り替わる技術官僚的民主主義が強まって くる。

それだけでな く、代議制民主主義は公共善の概念が不足 している。代議制民主主義

の政治的過程は、すべての人民が合意す ることができる共同善を見つけようとす る過
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程ではなく、対立す る利益が社会的選好すなわち集団意志によって選択 され るために、

競争の過程で変質 したのである。このような代議制民主主義は対立す る私益の間の均

衡 を追求す る市場民主主義(22)を脱す るこ とができな くな る。

この よ うな代議制民主主義が露呈 している欠陥を改善 しなが ら、ひいては代議制民

主主義を部分的にでも取 り替えることができる代案的民主主義 として、審議民主主義、

結社体民主主義、電子民主主義が民主主義の新 しいパ ラダイムとして、現代政治学に

おいて論議 されている。

まず審議民主主義は市民(23)が直接 審議 に参加す る直接 的で参加的な民主主義であ

る。審議民主主義のもとでは市民 と代表がともに審議に参加 し、代表 と市民の間の距

離は狭め られ、境界は薄れる。今まで代議制民主主義原理によって運営 されて来た多

くの領域が市民の直接参加 と審議 を通 じて運営 される道が開かれている。

審議民主主義の意思決定過程 は審議 にかかっている。市民たちと代表者が理性的な

省察 と判断にもとついて公的な問題 に対する解決策を討議、討論、審議す るのである。

審議民主主義の下で公的討論の領域(public　 sphere)は 、対話 、討論 、審議 を通 じて

市民が 自らの選好 を形成 し、洗練 させて、自分の誤った選好を是正する機会を与えら

れ る。したがって公共領域は多様な視界 と利害が相互理解 と共同の行動に収敏 される

場だと言える。

したがって審議民主主義の有用性は、まず今 日の韓国社会が直面 している問題の解

決能力(problem　 solving)が 高い とい う点で ある。代議制民主主義の下で代議機構の

決定が自動的に正 当化 された ら、その結果 は単なる"取 り引 き民主主義(bargaining

democracy)　"で 終 わ る可能性 が大 きい。 民主主義の目的は集団的な問題、公的な問題

を解決するだけでなく、問題解決の方式に対す る正 当性 を得ようとするものだからで

ある。

また審議民主主義は利他主義的で共同体志向的な行動を奨励する。審議過程におい

て相手を説得 させ るためには、自分の利益に基づ くのではな く、相手の利益や共同利

益の観点で討論 しなければな らないか ら、公共善を志向す る政治が活発になる。

このような審議民主主義の核心が代議制民主主義の間接参加過程を補って直接参

加の幅を広げようとい うことな らば、それは共栄主義の共同参加 と特に変わ りない。

ただ審議過程において共栄主義は、理性的で公共性による審議民主主義よりは、思い

や りと寛容を土台に した共同参加 を主張 している。

次に結社体民主主義は均衡の取れた民主主義を実現するために市民結社体の役 目

を強調する。結社体民主主義の下で、過負荷になった国家が手におえないが、市場に

任せることもできない領域において、市民結社体が自律的に問題を解決 して、国家の

代わ りに代案的政府機能を遂行することができる。

21世 紀 には 「非利潤追求 的な経済」すなわち社会的経済の比重が、利潤を追求する

市場経済に劣 らない水準になるはずだとい う予測がある。 「市民社会が主導するしか

ない結社体民主主義は、市場の 自己破壊性、国家の硬直性 と抑圧性の弊害を改めるこ

とができる代案的な民主主義である。」(24)

した がって結社体 民主主義 は民主主義の正当性 と能力を高めている。なかで も第一

に、市民結社体は民主化以後、投票によって選出された代表者の権力 を制限 し、見張

り、牽制することにより、代表者が市民の福祉を極大化す るように、民主的統制を成

すことができる。市民結社体は政治家 と官僚の不正腐敗 を見張って代表者 と政府部署

の遂行実績を継続的にモニタ リング し、評価 し、選挙での落選運動を通 じて代表者の

選出過程における市民の監視機能を強化す ることができる。
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第二に、市民結社体は過負荷 された政府の重荷を減 らす ことができる代案的政府の

機能を遂行する。市民結社体は市場 と公的な位階組職を代行す ることができる社会的

統治　(SOCial　gOVernanCe)の 主体 である。また市民結社体 は 「社会的資本」を増大さ

せ ることで、現代社会が抱いている問題 を解決する民主主義の能力を高めている。社

会的資本 とは、相互利益 を授受する協同と調整を促進することによって発生す る社会

的規範、ネ ットワーク、信頼の組職を意味す る。

そ して市民結社体は垂直的な受恵主義を打破 して、権威主義の慣行 と取 り引きが残

存 している権威主義を解体 して、民主主義に編入 させ る役 目を遂行する。市民社会は

正に非市民的縁故主義ネ ットワークを解体 させ、市民ネ ッ トワークを形成 して、疎外

され排除された人権、女性の権利、少数派の権利を保障 し、彼 らに力 を与える役割を

遂行す るであろ う。

このような結社体民主主義は、共同参加によって神律(theonomy)　 (25)的責任 によっ

て共同善 を成就 しよ うとする共栄主義において、真 の価値を得 ることができるであろ

う。何故ならば、結社体が再び市場の主体になるとい う循環主義的な矛盾を根本から

解決す る道にな らなければな らないか らである。

最後に、電子民主主義 とは、インターネ ッ トのようなデジタル化 された情報 を活用

して、代議制民主主義を改善 して、代議制民主主義に代わる直接民主主義の代案を模

索す る多様な試みを言 う。電子民主主義の基本的手段 はインターネ ッ トとい う双方向

疏通 と多対多通信だ。

このようなデジタル革命が民主主義の成立方式に変化を起 こしている。デジタル革

命は膨大な領土 と大規模の人 口で構成 された領土国家が民主主義の実現に加 えてい

た制約を解除させている。すでに一般市民がデジタル化 された通信媒体を利用 して直

接に公共政策決定に参加 し、インターネ ッ トを通 じて政府 と政治家 と直接話 し合い、

電子メデ ィアが提供す る討論の場を通 じて公的討論に参加す ることができるように

なった。

電子民主主義の著 しい有用性 は 「情報 を持つ市民」　(informedcitizen)に よって直

接 民主主義 の理想 に近づ くようにしていることである。まず政治、政治家に関する情

報を電子情報広場に公開す ることで、政治の透明化に画期的な進展を成す ことができ

る。電子民主主義では、情報の接近、公開、流通において、画期的な改善を成すこと

で、政治の透明性 を高めている。ひいては高費用で低赦率の政治の問題点を解決する

ことができる。電子民主主義はサイバー空間を利用 して政治の費用を画期的に減 らす

ことにより、きれいな政治の実現ができるよ うにしている。

次に、顧客満足の政治を実現することができる。政治家はインターネ ッ トの討論広

場で、有権者 との直接対話を通 じて有権者の要求を素早 く正確 に把握することができ

るし、その要求を政治過程に直ちに反映することができるようにな り、国民の要求に

素早 く回答する政治を実現す ることができる。サイバー空間を通 じて、有権者は常に

代表者 と直接接触 して通話 して圧力 をかけることができるから、代表者 の有権者に対

する責任性を強化することにな り、 「責任民主主義(accountable　 democracy)」 　へ の
一大進展 を成す ことがで き る手段 を提供 している。

このよ うな電子民主主義を共栄主義 も積極的に受け入れるべきであろ う。電子民主

主義が直接民主主義を成すための通過媒体な らば、共栄主義の共同参加政治にも活用

されるのに大きな問題はないか らだ。ただ電子民主主義の 自律的責任 と情報疏通上の

モラルは電子民主主義の実現のための前提であるか ら、これ も共栄主義的な思いや り

と寛容を土台にしなければな らない。したがって電子民主主義の直接参加の道は、共
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栄主義の共同参加において、完全になることを知ることができる。

このような代議制民主主義の代案 として論議 されている審議民主主義、結社体民主

主義、電子民主主義な どの代案的要素を総体的に言えば、代議的参加 において、民主

的参加 はある程度、成就できたが、民主的責任性は成す ことができない とい うことに

なる。言い換 えれば、代議制によって選出された代表が人民の完全な代理人 として行

動 しないだけでなく、ひいてはそ うい う代表を強制す ることができない制度の問題が

深刻であるとい う事実である。

このような民主的参加 と責任性の真正性の実現に対 して、共栄主義は兄弟民主主義

政治を提案 している。共栄主義のい う兄弟民主主義政治は、審議民主主義が持つ代案

性 の核心すなわち利他主義的で共同体志向的な態度を自律的に定めることによって

共同善を追求することができるとい うことに同意す る。

しか し審議民主主義はそ うい う政治的過程を審議に任せ ることで相変 らず党派性

を脱す ることができないのにたい して、共栄主義の兄弟民主主義政治はそのような党

派性 さえ寛容性 を土台 として越 えることができると主張す る。結社体民主主義 も選出

された代表の権力を制限 し、見張 り、牽制す ることで、下か らの民主的統制を成すこ

とだけではなく、政治家 と官僚の不正腐敗 を見張ることで市民の監視機能を強化する

ことができるとい う、代議制民主主義に対す る代案性であるに間違いない。ただ監視

と牽制の機能強化だけでは代議制民主主義の限界を根本的に解決することができな

い ことが問題であるならば、これは問題である。

共栄主義の兄弟主義的民主主義政治は、監視 と牽制の機能が完壁に遂行 されようと

するならば、兄弟主義的な寛容 さに裏付 けられて、自律的監視 と互恵的牽制が成 り立

つようにすることによってこそ、民主主義の理想を本質的に成すことができると提案

する。それだけではなく権威主義を解体 して、疎外 され排除された人権、女性の権利、

少数派の権利を保障することができるであろう。

電子民主主義が政治の透 明性を高め、ひいては高費用で低敷率の政治の問題点を解

決す ることができることにより、理想的民主主義に近づ くことができると期待 される。

これは代表の有権者に対する責任性を強化 して 「責任民主主義」への一大進展を成す

ことができる。これも代議制民主主義の新 しいパラダイムであることに間違いないが、

共義主義の兄弟主義的政治で強調 している神律的責任性(26)を電子 的環 境だ けにた よ

るのには、あま りにも欠陥が多い。したがって電子民主主義では、共栄主義の兄弟主

義的民主主義政治のように本質的な変化 を成す ことはできないであろ う。

4.韓 国社会の構造的矛盾と共栄主義的共存の模索

それでは共栄主義の兄弟主義政治が、今 日の韓国社会の構造的矛盾す なわち経済的両

極化現象を始め とす る政治社会的両極化 にたい して、いかに共存を模索することがで

きるであろ うか?言 い換 えれ ば、今 日の韓 国社会 が直面 している政治社会的構造の矛

盾 は経済的両極化から始まったに違いないが、経済的両極化の解消だけで政治社会構

造の矛盾が同時に解消 されるとい うことはできない。

外為危機以後、表面化 された韓国経済 と社会の両極化現象は加速化 し、持続的な分

配構造の悪化によって、最低生計費以下の所得水準にある貧 困層いわゆる新貧困層

(new　the　poor)　 または働 く貧 困層(working　 the　poor)は そ の危 険水位 を越 えてい る。

その結果、急激な労働の両極化を招き、女性たちの多 くを貧困層に転落 させ るいわゆ



る 「貧困の女性化」をもた らしている。

外為危機以後、現われた韓国社会の住宅、教育、医療そ して児童、年寄 りなど脆弱

階層に対する保護などの福祉領域 を過度 に市場 と家族 にゆだねるとい う構造的変化

を作 り上げた。このような構造的変化は経済成長率の鈍化、所得分配悪化による階級

と階層の両極化を招き、相対的貧困の深化、出産力の低下及び人 口高齢化などの変化

した状況に直面 して、総体的な社会発展の危機 と潜在力崩壊 として現われている。

もっと深刻 な現実は、現政府の経済政策が政治社会の両極化 を深めているとい うこ

とである。政治社会の両極化は単純な経済現象ではなくて、国民の生存 と生活条件に

対する実在的脅威であって、韓国社会は経済的不平等、貧困の拡散、社会的排除の構

造化によって、社会発展の潜在力 と共同体性を喪失 した社会 に後退す るとい うことで

ある。

このよ うな韓国社会の政治社会的構造の矛盾 を具体的にい くつか挙げれば次のよ

うである。(27)ま ず 医療 と教 育 の両極化 問題 で ある。医療 と教育は現在 と未来の生活

の質を決める基本権的な社会サービスであって、公的領域において解決 されなければ

ならないにもかかわらず、健康保険の脆弱な保障性 と私教育を主 とす る教育システム

は、基本権保障の責任を国家ではなくて個人に転嫁 してお り、それにより不平等 と社

会的差別が親か ら子に引き継がれ ることになる。

このよ うな政治社会的両極化に対処す るためには貧困の有無を越 えて、社会的不平

等の問題 として、認識の範囲を拡大 し、社会政策を再構成 しなければな らない。した

がって国民基礎生活保障法の不合理な選定、給与基準を改めることと同時に、最低生

計費の決定方式を一般世帯に比 して相対的水準が維持 されるよ うに改善 して、貧困階

層に医療 と教育など、基本的給与の需給権 を認 めて、所得がなかった り、不安定な脆

弱階層にたい して、最低所得保障と基本的なサービスの提供 をしなければならない。

看病、療養、保育など介護労動の社会化 と必要性が高 くなってお り、このような社

会サー ビスに対する費用の社会化が検討 されているが、民間用役業体な どがこのよう

な働 き口を独 占する可能性がある。したがって社会サー ビス分野の社会的働 き口の創

出と公共化 を推進 し、そのための制度的支援が行われなければならない。

保育施設や保育費用サポー ト側面において民間依存度が大きいが、過度な民間依存

は保護者 の費用負担を増加 させて適切な保育サービス利用に障害になっている。民間

施設依存によって需要者 のニーズに答えるサービスの質的向上が難 しくな り、なによ

りも供給者主導のサー ビスが提供 されることによって、価格及びサー ビス統制が不可

能になるであろ う。

適正な住居空間の確保 は最 も基本的な権利領域である。しか し住居支援は他の社会

サー ビスに比べて保障費用が高いとい う理由で、保障水準 と範囲が大 きく制限 されて

きた。公共賃貸住宅など社会住宅の在庫量が絶対的に不足であ り、不動産投機 によっ

て住居費が持続的に上昇 し、脆弱階層を含 めた庶民層にとって住居費支出は最大の負

担になってきた。したがって継続的な公共賃貸住宅の建設を通 じて、住居脆弱階層 と

庶民層のための安定的な賃貸住宅政策がとられなければな らない。

このような韓 国社会の構造的矛盾は、一言で経済社会的構造の矛盾 を土台 として、

それを解消 しよ うとする政治社会的構造の矛盾だと言 える。言い換えれば、現政府が

主張する 「両極化克服」と 「同伴成長」が実際には 「企業投資活性化 と経済を生かす」

とい う名分のもとで、不振な構造改革、企業規制緩和、無分別 な開発推進など、過去

の成長主義 と本質的に違わない経済政策を広げている。市場所得の不平等を是正する

租税 と社会福祉機能は正常に機能せず、社会保障制度の拡充 と改革、福祉財政の拡大
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は非常におそ くて脆弱である。

現政府 はむ しろ医療、教育、保育領域の産業化、市場化を試みるなど福祉 と公共サ
ー ビスの国家的責任に逆行する新 自由主義的な社会政策路線 を強化 している。租税を

通 じた所得再分配機能はさらに脆弱であ り、基本的な課税方式及び租税正義 も実現 さ

れず、特に資産所得に対す る正 当な課税 の不備は持てる者 と持たざる者の格差を構造

化 させてお り、庶民にさらに大きな剥奪感 を抱かせ、両極化の解消はもちろん共存を

志向す る社会統合は成立 しがた くなっている。

共存の社会統合は多数国民の生活条件をより民主的で平等 にさせ ることであり、こ

れは経済的不平等、貧困の拡散、社会的排除状況の克服のために、成長中心の経済政

策 と社会政策の基調 を変えることか ら始まらなければならない。このよ うな韓国社会

の政治社会的矛盾 を原因的に考察 してみれば、政党政治が支配する代議制民主主義の

限界 と疲弊のためであることが分かる。

したがって兄弟主義政治 を広 げようとする共栄主義は、思いや り、助け合 うために、

苦痛に同参 し、犠牲をいとわない神の真 の愛を中心 した共同参加の政治であるか ら、

韓国社会の構造的矛盾を解消 し、共存を模索 して、民主主義が成そ うとしたが今 日ま

で成す ことができずに残 されてきた真正な 自由、平等、人権尊重、博愛などを成就 し

ようとするのである。このよ うな共栄主義は利他主義的であ り、共同体志向的であっ

て、公共善を兄弟主義の立場か ら成そ うとす るのであ り、そのような政治社会的統治

をそのイデオ ロギーとしている。これは抽選で選ばれた代表 の有権者 に対する責任性

を強化することであ り、責任民主主義の具現 しようとす る共栄主義的共存の模索のた

めの土台である。

新貧困によって惹起 され る生活の両極化、すなわち医療、教育、住居の両極化は、

社会的不平等によって構造化 された。その解消のため、代議制民主主義を越 えて共栄

主義的民主主義によって両極化の平等を調整する道は何であろうか。思いや り、助け

合 うために、苦痛に同参 し、犠牲をい とわない、神の真の愛 を中心した共同参加の政

治すなわち兄弟主義的政治を実践す る道だけが、究極的な共存を模索することができ

るであろ う。

6.終 わ りに

現在の韓国社会の構造的矛盾 を解消 して共存 を模索す るためには、近代の代議制民主

主義の限界 と疲弊を乗 り越 えるための制度的変化が要請 されている。すでに言及 した

ように、代議制民主主義を補 う、代議制民主主義の新 しいパ ラダイムとしての共栄主

義が必要であ り、制度化 されなければならないであろ う。

その時、共栄主義は次のよ うな前提に関心をもたなければならない。まず共栄主義

的共存の模索のために、共栄主義的共存の概念 を明確に してお く必要がある。共栄主

義は多分に抽象的、観念的であって、現実的なイデオロギーにはなれないとい う反論

があるか らである。しか しどんな思想で も、イデオロギーがそのまま統治理念になる

ことはできなかった とい う点では、抽象的で観念的であるのは同じである。ただ共栄

主義 とい うイデオロギーを説明する概念の曖昧性は共栄主義が乗 り越 えなければな

らないイデオ ロギー化の過程である。

ひいては共栄主義的共存の模索のために、政治的現実主義に即 した実践力を獲得す

ることをためらってはならないであろう。政治的理想は政治的実践がなくては無意味
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であるか ら、共栄主義も政治的実践力を現わす ことを躊躇 してはな らない。ここで要

請 され るのは、政治的現実主義すなわち政治的理想 を実現するための現実的批判 と分

析において、共栄主義の理念的発展がなければならない とい う点である。

(1)「 統一原理 」は文鮮 明先生 が解 明 して宣布 した新 しい真理 としての 「原理 と思想」

を通称 したものであ り、 『原理講論』に集約 されている。

(2).世 界 キ リス ト教 統 一 神 霊 協 会 、 『原 理 講 論 』(ソ ウル:成 和 出版 社,1995)、

pp.473-474.

(3)急 進 的 リア リズ ム(radical　 realism)の 急 進 的(radical)と い う言 葉 が持 っ て い

る意 味 が 「根 本 的 」で あ る な らば 、それ は理 想 的 とい う意 味 と特 に変 わ りない と言 え

る か ら、共 生 共 栄 共 義 主 義 を急 進 的 リア リズ ム と表 現 して 見 た。

(4)共 生共栄共義 主義 にお いて、共生主義を経済思想 に、共栄主義を政治思想 に、そ

して共義主義を倫理思想に見る見解は、 『統一思想要綱』を書かれた李相軒氏の見解

であって、別の見解 もあるはずであるが、ここでは李相軒氏の見解 に従 うことにする。

(5)統 一 思 想 研 究 院 、 『統 一 思 想 要綱(頭 翼 思想)』(ソ ウル:成 和 出版 社,1993)、

p.758.

(6)前 掲 書 、p.758。

(7)前 掲 書 、pp.762-763。

(8)前 掲 書 、p.764。

(9)前 掲 書 、p.765。

(10)前 掲 書 、p.765。

(11)前 掲 書 、p.772。

(12)前 掲 書 、p.773。

(13)前 掲 書 、p.775。

(14)前 掲 書 、p.776。

(15)前 掲 書 、p.778。

(16)　 Rawls、 　John.、 　A　Theory　 of　 Justice　 (Cambridge:　 Harvard　 University　 Press、

1971)、PP.60-61.参 照 。
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(17)統 一 思 想 研 究 院 、 『統 一 思 想 要 綱 』 、PP.766-767.参 照

(18)前 掲 書 、p.774.参 照

(19)「 兄弟主義 それ 自体 は常識 的な意 味の同胞主義であるとしても、ここでい う兄

弟主義は今 日のような国境の中に閉じこめられた地域的な国家の国民が、互いに兄弟

の関係を結ぶ ような同胞主義ではないとい うことである。それは全世界が一つの国家

に統一 され、全人類が一中心である父母 に侍 り、その父母の子女 として互いに兄弟姉

妹の関係 を結ぶ方式の同胞主義である。それが真なる意味の四海同胞主義である。」

(前掲書、P.773)

(20)民 主的責任 性 の確保 のための方法 として国民召還制などがあるが、現実的には

普遍化 されて実践 されていない。

(21)　 Manin.　 Bernard.　 (eds.)、 　 Democracy、 　 Accountability、 　 and　 Representation、

(Cambridge:　 Cambridge　 University　 Press.、 　 1999).　 PP.　 4-5.　 参 照

(22)エ ル ス タ　 (Elster)の 市 場 民 主 主 義 は 代 議 制 民 主 主 義 に 対 す る 核 心 概 念 で あ る 。

Elster、 　Jon.　 "The　 Market　 and　 Forum:　 Three　 Varieties　 of　 Political　 Theory,"　 in

Elster.　 (eds).　 Foundations　 of　 Socia!　 Choice　 Theory、 　 (Cambridge:　 Cambridge

University　 Press、 　 1986).　 参 照

(23)現 代 民主 主義 の新 しいパ ラダイ ムを言 うのに、近代民主主義主権者 とされた人民

を 「市民」と呼ぶことにする。現代民主主義の成立は市民社会を前提にするからであ

る。

(24)イ ム ヒ ョッ クバ ッ ク、"世界 化 時代 の利 益 集 団 政 治 の模 索:結 社 体 民 主 主 義"、 『ソ

ン ゴ ック論 集 』 、第29集.1998.p.424。

(25)神 律(theonomy)と はテ ィ リ ッヒの概 念 で あ るが 、 そ れ は近 代 精 神 とい え る 自律

(autonomy)や 宗 教 的他 律(heteronomy)を 越 えて 、人 間 の 一番 深 い 内 面 性 の法 で も あ っ

て、人 間 自身 の根 拠 で あ る神 的 土 台 に根 づ い てい る もの だ と言 え る。言 い 換 えれ ば神

律 は人 間 自身 の法 で あ りな が ら人 間 自体 を超 越 して い る も の で もあ る。金 キ ョン ジ ェ 、

『ポー ル ・テ ィ リッ ヒ』(ソ ウル:大 韓 キ リス ト教 出版 社 、1983)、pp.162-163参 照。

(26)共 栄主義 の責任性 は共栄 主義 の理念である統一原理の責任分担論を根拠にする

ものであり、自律性を高めるだけではな く、究極的には神の前での自律性をい うので

あって、近代精神の産物である理性的自律性 とは異なる神律的責任性 だと言える。

(27)以 下の韓 国社会 の構 造的矛盾 は2005年 に発 足 した 「社 会両極化解 消 国民連帯」

が国会 に提出 しよ うとしている『社会両極化解消のための11大 要請』を参照 した。
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